
１．事故情報（食中毒情報を除く。）

事故発生日 製品名等 発生都道府県

1 令和元年6月11日 電気こんろ 愛知県

2 令和元年10月24日 エアゾール式簡易消火具 三重県

3 令和元年10月28日 軽自動車 広島県

4 令和元年11月12日 浮き輪（乳幼児用） 兵庫県

5 令和元年11月13日 ガスコード（迅速継手有り） 神奈川県

6 令和元年11月12日 ガス栓 神奈川県

7 令和元年11月14日 ガスコード（迅速継手有り） 東京都

8 令和元年9月6日
保健・福祉サービス（整骨院
の施術）

千葉県

２．リコール・自主回収情報
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３．食中毒情報

事故発生日 病因物質 発生都道府県

1 令和元年10月25日 アニサキス 東京都

2 令和元年10月30日 ノロウイルス 沖縄県

製品名等 届出内容

令 和 元 年 11 月 21 日

　　News Release

　令和元年11月11日から令和元年11月17日までに消費者安全法第12条第２項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の
情報を、令和元年11月21日付けで事故情報データバンクに登録しましたので、お知らせします。

事故内容

留守中に電気こんろが誤作動し、当該電気こんろ上に置かれていたフラ
イパン内の紙等に焦げ。

消費者安全法の重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンクの登録について

住宅内で、エアゾール式簡易消火具が破裂。

幼児に浮き輪（乳幼児用）を装着して入浴させていたところ、当該浮き輪
から抜け落ちて溺れ、救急搬送。

軽自動車が走行不能となり、発煙。

ガスコード（迅速継手有り）とガス栓の接続が不完全たっだため、漏えい
したガスが滞留し、ガスファンヒーターを使用した際に引火し、ガス栓の
一部に焦げ。

ガス栓の不使用側を誤解放した後に、ガスこんろを点火したところ、漏え
いしたガスに引火し、ガス栓の一部等に焦げ。

ガスファンヒーターに接続したガスコード（迅速継手有り）から漏えいした
ガスが滞留し、ガスこんろを使用した際に引火し、ガスこんろ付近のカー
テン等に焦げ。

整骨院で施術を受けたところ、頸椎を負傷。

宿泊施設（10月29日の食事）

飲食店（10月24日の食事）

原因施設・原因食品

自動二輪車（ＫＴＭ　1290 SUPER ADVENTURE ）

自動二輪車（燃料装置）のリコール。（外-2946）
燃料タンクにおいて、製造機器の設定が不適切なため、燃料タンク空洞部とスクリューキャッ
プインサートとの隙間が小さいものがある。そのため、スクリューを規定トルクを超えて締め付
けた場合に、隙間部分に亀裂が生じて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

普通乗用自動車（ルノー　メガーヌ R.S.）

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-2947）
エンジオイルの油圧を調整するソレノイドバルブの配置位置が不適切なため、エンジン内で発
生した微細金属がノズル内部に入り、バルブを固着させることがある。そのため、油圧調整不
良となり、油圧警告灯が点灯したり異音が発生し、最悪の場合、エンジンが破損するおそれ
がある。

納豆
アレルギー（小麦）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和元年10月30日／販売地域　北海道)

普通乗用自動車（ポルシェ　Panamera 4S　他）

普通乗用自動車（警報装置）のリコール。（外-2945）
ブレーキパッド摩耗警報を制御するインストルメントクラスタのプログラムが不適切なため、ブ
レーキパッドが限度以上に摩耗した際に警告灯が点灯しないことがある。そのため、ブレーキ
パッドを使用限度を超えて使用し、最悪の場合、ブレーキディスクが破損するおそれがある。



3 令和元年10月12日 カンピロバクター 東京都

4 令和元年11月10日 アニサキス 埼玉県

5 令和元年11月11日 アニサキス 埼玉県

6 令和元年10月21日 アニサキス 神奈川県

7 令和元年11月2日 アニサキス 神奈川県

8 令和元年11月10日 ウエルシュ菌 北海道

9 令和元年11月11日 ノロウイルス 愛知県

　

　本件に対する問合せ
　　消費者庁消費者安全課　　中野　西口
　　　TEL : 03(3507)9263    FAX : 03(3507)9290

上記情報は、令和元年11月22日20時以降、事故情報データバンクで「消費者事故等（2019年11月21日登録分）」をフリーワードに入力すると検索可能になり
ます。上記事故の詳細は事故情報データバンクを御覧ください。
（URL：　http://www.jikojoho.go.jp）

「２．リコール・自主回収情報」欄のリコール情報等における（）内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号を記載しています。
消費者安全調査委員会（消費者庁）に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

給食施設（11月9日の食事）

飲食店（11月10日の食事）

販売店（11月1日に販売された食品）

販売店（11月10日に販売された食品）

飲食店（10月20日の食事）

飲食店（11月10日の食事）

飲食店（10月10日の食事）
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